
JP 6080111 B2 2017.2.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧空気流発生装置が発生した高圧空気流を使用者の手に吹き付けて乾燥させる手乾燥
装置において、
　壁面に埋め込まれ、正面が開放された箱体と、
　前記箱体の上方に埋め込まれ、前記高圧空気流発生装置を内蔵した手乾燥装置本体と、
　前記手乾燥装置本体の下方に、正面から手を出し入れ可能形成され、前記高圧空気流発
生装置が生成した高圧空気流が吹き出される手乾燥室と、
　前記手乾燥室の下方に配設され、高圧空気流により手から吹き飛ばされた水滴を受ける
水受け板と、
　前記水受け板と前記箱体の底部との間に取り外し可能に設けられ、前記水受け板から滴
下した水滴を貯水する水受けトレイと、
　前記水受けトレイの取り外しを規制するロック手段と、を備え、
　前記ロック手段は、前記水受けトレイの取り外しの規制を解除するための操作部を有し
、
　前記操作部は、前記水受けトレイの前面壁と前記箱体の正面との間に形成される空間に
設けられていることを特徴とする手乾燥装置。
【請求項２】
　前記ロック手段は、前記操作部を下方へと動かすことにより、前記水受けトレイの取り
外しの規制を解除することを特徴とする請求項１に記載の手乾燥装置。
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【請求項３】
　前記ロック手段は、前記水受けトレイの底面に当接することで前記水受けトレイを規制
し、前記操作部が下方へ動くと、その動きと連動して下方へと動くことで前記水受けトレ
イの規制を解除する突起部を有し、
　前記突起部の上面は、前記突起部の前端から後方へと向けて上方へ傾斜しており、
　前記突起部の背面は、前記水受けトレイを取り外す方向に対し垂直な面であり、
　前記水受けトレイの底面は、後方から前方へ向けて下方へ傾斜した傾斜面と、この傾斜
面の前方であり、且つ、前記突起部の背面と対向する垂直面とを有することを特徴とする
請求項２に記載の手乾燥装置。
【請求項４】
　前記ロック手段は、前記箱体の底面に固定され、上面に前記突起部が形成された平板部
と、この平板部の前端部から下方へ向かって延び、その下端部が水平方向に屈曲した前記
操作部とで構成されていることを特徴とする請求項３に記載の手乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手乾燥室に挿入された使用者の手に空気を吹き付けて乾燥させる手乾燥装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、洗浄後の濡れた手を乾燥させる装置として、手乾燥室に挿入された使用者の手に
空気を吹き付けて乾燥させる手乾燥装置が知られている。例えば、特許文献１に記載の手
乾燥装置では、箱体の正面に開口した手を出し入れ可能な手乾燥室が設けられており、高
圧空気流発生装置が生成した高圧空気流をノズルから手乾燥室に噴出する。ノズルから噴
出された高圧空気流により手から吹き飛ばされた水滴は、手乾燥室の底面となる水受け部
から手乾燥室の下方に設けられた水受けトレイに滴下し貯留される。水受けトレイは、水
受けトレイに貯留した水を排出するために箱体に対し着脱可能となっている。
【０００３】
　そのため、特許文献１に記載の手乾燥装置では、水受けトレイの盗難を防止する対策と
して、箱体の背面となる背面板の下部に、着脱釦固定部材と、バネと、着脱釦を配置し、
水受けトレイの後部に着脱釦と嵌合する開口部を設けている。これにより、着脱釦を上方
へ押すという操作が行われない限り水受けトレイを取り外すことができないようにしてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－８８５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、手乾燥装置が壁に埋め込まれて配置される場合、箱体よりも下方に手が
挿入できるほどの大きさの空間を形成することができず、特許文献１のような手乾燥装置
では、水受けトレイの取り外しを必要とする者が着脱釦を操作したくても操作できない畏
れがあった。
【０００６】
　そこで、本発明では、水受けトレイの盗難を防止することができるとともに、手乾燥装
置が壁に埋め込まれて配置される場合であっても、水受けトレイの取り外しを必要とする
者が容易に水受けトレイの取り外しを行うことができる手乾燥装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明のうち第１の態様に係る手乾燥装置においては、高圧
空気流発生装置が生成した高圧空気流を使用者の手に吹き付けて乾燥させる手乾燥装置に
おいて、壁面に埋め込まれ、正面が開放された箱体と、前記箱体の上方に埋め込まれ、前
記高圧空気流発生装置を内蔵した手乾燥装置本体と、前記手乾燥装置本体の下方に、正面
から手を出し入れ可能形成され、前記高圧空気流発生装置が生成した高圧空気流が吹き出
される手乾燥室と、前記手乾燥室の下方に配設され、高圧空気流により手から吹き飛ばさ
れた水滴を受ける水受け板と、前記水受け板と前記箱体の底部との間に取り外し可能に設
けられ、前記水受け板から滴下した水滴を貯水する水受けトレイと、前記水受けトレイの
取り外しを規制するロック手段と、を備え、前記ロック手段は、前記水受けトレイの取り
外しの規制を解除するための操作部を有し、前記操作部は、前記水受けトレイの前面壁と
前記箱体の正面との間に形成される空間に設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　このような構成の手乾燥装置によれば、ロック手段により水受けトレイの取り外しが規
制されており、ロック手段の水受けトレイの取り外しの規制を解除する操作部が水受けト
レイの前面壁と箱体の正面との間に形成される空間に設けられている。そのため、操作部
は、使用者から見え難くなる。さらに、操作部が水受けトレイの前面壁と箱体の正面との
間に形成される空間に設けられている。すなわち、操作部は、水受けトレイを取り外す際
に手を掛ける空間、言い換えると水受けトレイの取り外しを必要とする者が操作しやすい
位置に設けられている。従って、本発明においては、水受けトレイの盗難を防止すること
ができるとともに、手乾燥装置が壁に埋め込まれて配置される場合であっても、水受けト
レイの取り外しを必要とする者が容易に水受けトレイの取り外しを行うことができる。
【０００９】
　本発明のうち第２の態様に係る手乾燥装置は、前記ロック手段は、前記操作部を下方へ
と動かすことにより、前記水受けトレイの取り外しの規制を解除することを特徴とする。
【００１０】
　このような構成の手乾燥装置によれば、ロック手段は、操作部を下方へと動かすことに
より、水受けトレイの取り外しの規制を解除するため、必要も無く水受けトレイの取り外
しをする者が、操作部が設けられた水受けトレイの前面壁と箱体の正面との間に形成され
る空間に下方から手を入れて操作部を下方から上方へと押してしまったとしても、水受け
トレイの取り外しの規制は解除されない。従って、水受けトレイの盗難をより防止するこ
とができる。
【００１１】
　本発明のうち第３の態様に係る手乾燥装置は、前記ロック手段は、前記水受けトレイの
底面に当接することで前記水受けトレイを規制し、前記操作部が下方へ動くと、その動き
と連動して下方へと動くことで前記水受けトレイの規制を解除する突起部を有し、前記突
起部の上面は、前記突起部の前端から後方へと向けて上方へ傾斜しており、前記突起部の
背面は、前記水受けトレイを取り外す方向に対し垂直な面であり、前記水受けトレイの底
面は、後方から前方へ向けて下方へ傾斜した傾斜面と、この傾斜面の前方であり、且つ、
前記突起部の背面と対向する垂直面とを有することを特徴とする。
【００１２】
　このような構成の手乾燥装置によれば、突起部の上面は、突起部の前端から後方へと向
けて上方へ傾斜しており、さらに水受けトレイの底面は、後方から前方へ向けて下方へ傾
斜した傾斜面を有しているため、水受けトレイを取り付ける際に、水受けトレイの傾斜面
が突起部の上面に形成された傾斜に沿うように移動する。そのため、水受けトレイの取り
付けをスムーズに行うことができる。また、水受けトレイの傾斜面が突起部を乗り越えた
あとは、突起部の背面と、水受けトレイの垂直面とが対向し、ロック手段により水受けト
レイが規制された状態となる。従って、水受けトレイを取り付ける際に、操作部を操作す
るなどして、手動で水受けトレイが規制された状態とする必要がない。言い換えると、水
受けトレイを取り付ける際に、自動で水受けトレイの取り外しの規制を行うことができる
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。
【００１３】
　本発明のうち第４の態様に係る手乾燥装置は、前記ロック手段は、前記箱体の底面に固
定され、上面に前記突起部が形成された平板部と、この平板部の前端部から下方へ向かっ
て延び、その下端部が水平方向に屈曲した前記操作部とで構成されていることを特徴とす
る。
【００１４】
　このような構成の手乾燥装置によれば、ロック手段は、箱体の底面に固定され、上面に
突起部が形成された平板部と、この平板部の前端部から下方へ向かって延び、その下端部
が水平方向に屈曲した操作部とで構成されているため、使用者は操作部の屈曲した部分の
上面に指を置き、その状態のまま指を下方へと動かすだけで、操作部を下方へと動かすこ
とができる。よって、水受けトレイの取り外しを必要とする者が容易に水受けトレイの取
り外し規制を解除することができる。また、ロック手段は、箱体と別体であるため、ロッ
ク手段が破損した場合は、ロック手段のみを取り換えればよい。よって、ロック手段が破
損した場合においても、すぐに対応することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、水受けトレイの盗難を防止することができるとともに、手乾燥装置が
壁に埋め込まれて配置される場合であっても、水受けトレイの取り外しを必要とする者が
容易に水受けトレイの取り外しを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る手乾燥装置を壁面に設置した状態の斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る手乾燥装置の底面斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係る手乾燥装置の正面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る手乾燥装置の断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る手乾燥装置の断面拡大図である。
【図６】本発明の実施形態に係る手乾燥装置の上面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る手乾燥装置は、水受けトレイの取り外しを規制するロック手段を備え、ロ
ック手段は、水受けトレイの取り外しの規制を解除するための操作部を有し、操作部が水
受けトレイの前面壁と前記箱体の正面との間に形成される空間に設けられていることで、
水受けトレイの盗難を防止することができるとともに、手乾燥装置が壁に埋め込まれて配
置される場合であっても、水受けトレイの取り外しを必要とする者が容易に水受けトレイ
の取り外しを行うことができるものである。以下、本発明の実施形態を説明する。
【００１８】
　まず、本発明の実施形態に係る手乾燥装置について、図１から図６を用いて説明する。
図１は、本発明の実施形態に係る手乾燥装置を壁面に設置した状態の斜視図であり、図２
は、本発明の実施形態に係る手乾燥装置の底面斜視図である。図３は、本発明の実施形態
に係る手乾燥装置の正面図である。図４は、図３のＡ－Ａ断面図であり、図５は、図３の
点線Ｂで囲んだ領域を拡大した拡大断面図である。図６は、本発明の実施形態に係る手乾
燥装置の上面斜視図である。なお、図１において、手乾燥装置ＨＤの破線部分は、壁面Ｗ
に埋没した部分を示す。
【００１９】
　図１および図２に示すように本実施形態に係る手乾燥装置ＨＤは、建築物のトイレ洗面
空間などの壁面Ｗに設置されるものであり、床面Ｆから離れた位置に設置される。手乾燥
装置ＨＤは、壁面Ｗに埋め込まれた箱体１により外郭が形成されている。箱体１は、正面
が開放されており、上面板１ａと、底面板１ｂと、対向した２つの側面板１ｃと、背面板
１ｄとにより構成されている。箱体１の略中央よりも上側の正面には表面カバー２が設け
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られている。
【００２０】
　図３および図４に示すように、手乾燥装置ＨＤは、高圧空気流を生成する送風機（高圧
空気流発生装置）４を内蔵した手乾燥装置本体６と、手乾燥装置本体６の下方に、正面か
ら手を出し入れ可能に形成された手乾燥室８とを有する。手乾燥室８は、側面を構成する
対向した２つの側面板１ｃと、背面を構成する背面板１ｄと、上面を構成する手乾燥装置
本体６の底面７と、底面を構成する水受け板１０と、で５方を囲まれた空間である。
【００２１】
　手乾燥装置本体６は、箱体１の上方に埋め込まれており、使用者から見えないように表
面カバー２により隠蔽されている。手乾燥装置本体６の内部には、送風機４の他に、空気
を吸い込むための吸気口１２と、フィルター１４と、送風機４が生成した高圧空気流を温
めるヒーター１６と、温まった高圧空気流を噴出するノズル１８と、が連通して配置され
ている。
【００２２】
　吸気口１２には背面板１ｄに飛散した水滴を吸い込まないように、整流板１３が背面板
１ｄに対し略垂直に設けられており、水平方向からの空気のみを吸い込むようになってい
る。また、フィルター１４は、手乾燥室８の上面を構成する手乾燥装置本体６の底面７の
後方に設けられたフィルター取っ手１５を引っ張ることで取り外すことが可能であるため
、フィルター１４の清掃が容易である。また、ノズル１８は、手乾燥室８の上面を構成す
る手乾燥装置本体６の底面７の正面側に配設され、高圧空気の噴出角度は略垂直よりやや
後方へ向けて傾斜している。これにより、使用者側への水滴飛散を抑制することができる
。
【００２３】
　また、手乾燥装置本体６の内部には、手乾燥室８内の使用者を検知するセンサー２０と
、センサー２０の検知結果により送風機４およびヒーター１６を制御する制御部２２とが
配置されている。センサー２０が手乾燥室８に差し込まれた使用者の手を検知すると、制
御部２２は送風機４を駆動させるとともにヒーター１６も駆動させる。一方、センサー２
０が使用者の手を検知しなくなると、制御部２２は送風機４を停止させるとともにヒータ
ー１６も停止させる。
【００２４】
　手乾燥装置本体６に内蔵された送風機４が作動すると、手乾燥室８内の空気が吸気口１
２から手乾燥装置本体６へと吸い込まれる。手乾燥装置本体６へと吸い込まれた空気が、
フィルター１４を通って送風機吸込口から送風機４の内部に吸い込まれる。そして、送風
機４の内部へと吸い込まれた空気は、送風機４内部で加圧され、送風機排気口からヒータ
ー１６を通って温められてノズル１８に至り、ノズル１８から手乾燥室８へと吹き出され
る。
【００２５】
　図５および図６に示すように、手乾燥装置ＨＤは、水受け板１０と底板１ｂとの間に、
箱体１に対して取り外し可能に設けられた水受けトレイ２４を有し、水受け板１０の後方
には、水受け板１０から滴下した水を水受けトレイ２４へと誘導する延出部３０を有する
。
【００２６】
　水受け板１０は、手乾燥室８の下方に配設され、ノズル１８から噴出された高圧空気流
により使用者の手から吹き飛ばされた水滴を受けるものである。また、水受けトレイ２４
は、水受け板１０から滴下した水滴を貯水するものである。
【００２７】
　水受けトレイ２４は、上面を開放した箱型形状を有していることで、水受け板１０から
滴下した水滴を貯水可能となっている。水受けトレイ２４の底面２５は、左右方向の略中
央部に形成され、上方へ向けた凸となる凸部２６と、凸部２６以外の水平部２７とを有す
る。底面２５の凸部２６は、後方から前方へ向けて下方へ傾斜した傾斜面３１と、この傾
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斜面の前方であり、且つ、水受けトレイ２４を取外す方向に対し垂直な垂直面３２とを有
する。
【００２８】
　さらに、手乾燥装置ＨＤは、水受けトレイ２４の箱体１に対する取り外しを規制するロ
ック手段３４を備える。ロック手段３４は、上面に突起部３６が形成された平板部３８と
、水受けトレイ２４の箱体１に対する取り外しを解除するための操作部４０とで構成され
ている。なお、本実施形態では、平板部３８と操作部４０とは、一体的に形成されている
。
【００２９】
　平板部３８は、水平方向に延びた板状に形成されており、後方から前方にかけて上方に
向かって傾斜する傾斜面３８ａを有している。これにより、平板部３８における傾斜面３
８ａよりも前方部分と、箱体１の底面板１ｂとの間に空間が形成される。平板部の前端部
の上面には、突起部３６が形成されている。突起部３６の上面３６ａは、突起部３６の前
端から後方へと向けて上方へ傾斜しており、突起部３６の背面３６ｂは、水受けトレイ２
４を取り外す方向に対し垂直な面である。
【００３０】
　また、平板部３８における傾斜面３８ａよりも後方部分には、貫通穴３９が３つ形成さ
れている。貫通穴３９と、箱体１の底面板１ｂにおいて貫通穴３９に対応する位置に形成
された固定穴４２に、ボルト（図示なし）を貫通させ、ナット（図示なし）により締め付
けることで、底面板１ｂに対し、平板部３８を固定することができる。すなわち、底面板
１ｂに対し、ロック手段３４を固定することができる。
【００３１】
　操作部４０は、水受けトレイ２４の前面壁２８と箱体１の前面との間に形成される空間
に設けられている。具体的には、操作部４０は、平板部３８の前端部から水受けトレイ２
４の前面壁２８に対して平行となるように下方へ向かって伸び、その下端部が水平方向に
後方へ向けて屈曲した形状に形成されている。箱体１の底面板１ｂにロック手段３４が固
定された状態では、操作部４０の下端は、水受けトレイ２４の前面壁２８の下端よりも高
い位置に位置している。つまり、ロック手段３４は、水受けトレイ２４の前面壁２８によ
り隠蔽されている。
【００３２】
　次に、図５及び図６を用いて、箱体１に対する水受けトレイ２４の取り外し・取り付け
の動作について説明する。まず、水受けトレイ２４が箱体１に対し取り付けられた状態か
ら水受けトレイ２４を取り外す動作について説明する。
【００３３】
　図５に示すように、水受けトレイ２４が箱体１に対し取り付けられた状態では、ロック
手段３４により、水受けトレイ２４の取り外しが規制されている。具体的には、水受けト
レイ２４を正面側へと引き、水受けトレイ２４を取り外そうとしても、突起部３６の背面
３６ｂが水受けトレイ２４の凸部２６の垂直面３２に当接して障壁となり、水受けトレイ
２４は取り外すことができない。そこで、水受けトレイ２４の規制を解除するためには、
水受けトレイ２４を正面側へと引く際に、突起部３６が水受けトレイ２４の底面２５の垂
直面３２に当接しないようにする必要がある。
【００３４】
　そのため、水受けトレイ２４の規制を解除する際には、使用者は、操作部４０の屈曲し
た部分の上面に指を置き、その状態のまま指を下方へと動かす。平板部３８と操作部４０
とは一体的に形成されているため、このようにして操作部４０を下方へと動かすと、平板
部３８のうち、箱体１の底面１ｂに固定されていない部分、すなわち、平板部３８の傾斜
面３８ａよりも前方側の部分は、下方へと動く。そのため、平板部３８の上面に形成され
た突起部３６も下方へと動く。突起部３６が下方へと動くことで、水受けトレイ２４を正
面側へと引く際に、突起部３６が水受けトレイ２４の凸部２６の垂直面３２に当接せず障
壁とならない。つまり、操作部４０が下方へと動くと、突起部３６もその動きと連動して
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下方へと動く。これにより、水受けトレイ２４の取り外しの規制が解除することができる
。そのため、水受けトレイ２４の取り外しの規制が解除された状態で、水受けトレイ２４
を正面側へと引くと、水受けトレイ２４は、底面２５の水平部２７が箱体１の底面板１ｂ
に沿いながら正面側へと移動し、を箱体１に対し取り外すことができる。
【００３５】
　次に、水受けトレイ２４を箱体１に対し取り付ける動作について説明する。図６に示す
ように、水受けトレイ２４が箱体１に対し取り外された状態から、水受け板１０と箱体１
の底面板１ｂとの間の空間へ向けて、水受けトレイ２４を水平方向に移動させる。その後
、突起部３６に水受けトレイ２４の底面２５の傾斜面３１が当接すると、水受けトレイ２
４の傾斜面３１が突起部３６の上面３６ａに形成された斜面に沿うように、水受けトレイ
２４は後方へ向けてスムーズに移動する。そして、水受けトレイ２４の傾斜面３１が突起
部３６を乗り越えると、突起部３６の背面３６ｂと、水受けトレイ２４の垂直面３２とが
対向し、ロック手段３４により水受けトレイ２４が規制された状態となる。（例えば、図
５参照）。
【００３６】
　以上のように、本実施形態に係る手乾燥装置ＨＤでは、ロック手段３４により水受けト
レイ２４の取り外しが規制されており、ロック手段３４が水受けトレイ２４の前面壁２８
により隠蔽されている。そのため、ロック手段３４は、使用者から見え難くなる。さらに
、水受けトレイ２４の箱体１に対する取り外しの規制を解除する操作部４０が水受けトレ
イ２４の前面壁２８と箱体１の底板１ｂの前面との間に形成される空間に設けられている
。すなわち、操作部４０は、水受けトレイ２４を取り外す際に手を掛ける空間に設けられ
ている。言い換えると、操作部４０は、水受けトレイ２４の取り外しを必要とする者が操
作しやすい位置に設けられている。従って、本発明においては、水受けトレイ２４の取り
外しを防止することができるとともに、手乾燥装置ＨＤが壁Ｗに埋め込まれて配置される
場合であっても、水受けトレイ２４の取り外しを必要とする者が容易に水受けトレイ２４
の取り外しを行うことができる。
【００３７】
　また、ロック手段３４は、操作部４０を下方へと動かすことにより、水受けトレイ２４
の箱体１に対する取り外しの規制を解除するため、必要も無く水受けトレイ２４を取り外
そうとする者が、操作部４０が設けられた水受けトレイ２４の前面壁２８と箱体１の底板
１ｂの前面との間に形成される空間に下方から手を入れて、操作部４０を下方から上方へ
と押してしまったとしても、水受けトレイ２４の箱体１に対する取り外しの規制は解除さ
れない。そのため、誤って水受けトレイ２４の取り外しの規制が解除されてしまい、水受
けトレイ２４が取り外されてしまうことを防止することができる。従って、水受けトレイ
２４の盗難をより防止することができる。
【００３８】
　また、突起部３６の上面３６ａは、突起部３６の前端から後方へと向けて上方へ傾斜し
ており、さらに水受けトレイ２４の底面２５は、後方から前方へ向けて下方へ傾斜した傾
斜面３１を有しているため、水受けトレイ２４を箱体１に取り付ける際に、水受けトレイ
２４の傾斜面３１が突起部３６の上面３６ａに形成された傾斜に沿うように移動する。そ
のため、水受けトレイ２４の取り付けをスムーズに行うことができる。また、水受けトレ
イ２４の傾斜面３１が突起部３６を乗り越えたあとは、突起部３６の背面３６ｂと、水受
けトレイ２４の垂直面３２とが対向し、ロック手段３４により水受けトレイ２４が規制さ
れた状態となる。従って、水受けトレイ２４を箱体１に取り付ける際に、操作部４０を操
作するなどして、手動で水受けトレイ２４を箱体１に対し規制された状態とする必要がな
い。言い換えると、水受けトレイ２４を取り付ける際に、自動で水受けトレイ２４の箱体
１に対する取り外しの規制を行うことができる。
【００３９】
　また、ロック手段３４は、箱体１の底面１ｂに固定され、上面に突起部３６が形成され
た平板部３８と、水受けトレイ２４の箱体１に対する取り外しを解除するための操作部４
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０とで構成されており、操作部４０は、平板部３８の前端部から水受けトレイ２４の前面
壁２８に対して平行となるように下方へ向かって伸び、その下端部が水平方向に後方へ向
けて屈曲した形状に形成されている。そのため、使用者は操作部４０の屈曲した部分の上
面に指を置き、その状態のまま指を下方へと動かすだけで、操作部４０を下方へと動かす
ことができる。よって、水受けトレイ２４の取り外しを必要とする者が容易に水受けトレ
イ２４の取り外しの規制を解除することができる。
【００４０】
　また、ロック手段３４は、箱体１と別体であるため、ロック手段３４が破損した場合は
、ロック手段３４のみを取り換えればよい。よって、ロック手段３４が破損した場合にお
いても、すぐに水受けトレイ２４の盗難防止対応を行うことができる。
【００４１】
　また、水受けトレイ２４の底面２５は、左右方向の略中央部に形成され、上方へ向けた
凸となる凸部２６と、凸部２６以外の水平部２７とを有するため、水受けトレイ２４を箱
体１に対し取り外す際に、水受けトレイ２４内の水が満水状態であっても、安定して水受
けトレイ２４を正面側へと引き出すことができる。
【００４２】
　本実施形態では、水受けトレイ２４の前面壁２８の前面に別体の部材が取り付けられて
いても良い。なお、水受けトレイ２４の前面壁２８の前面に別体の部材が取り付けられて
いる場合も、水受けトレイ２４の前面壁２８は、水受けトレイ２４とともに、箱体１に対
して取り外し可能となるように構成する必要がある。
【００４３】
　また、本実施形態では、ロック手段３４と箱体１の底面板１ｂとの固定方法として、ボ
ルトとナットを用いる方法を示したが、これに限らない。例えば、溶接や接着剤等を用い
てもよい。
【符号の説明】
【００４４】
ＨＤ　　手乾燥装置
１　　　箱体
１ａ　　上面板
１ｂ　　底面板
１ｃ　　側面板
１ｄ　　背面板
２　　　表面カバー
４　　　送風機（高圧空気流発生装置）
６　　　手乾燥装置本体
８　　　手乾燥室
１０　　水受け板
１２　　吸気口
１３　　整流板
１４　　フィルター
１５　　フィルター取っ手
１６　　ヒーター
１８　　ノズル
２０　　センサー
２２　　制御部
２４　　水受けトレイ
２５　　底面
２６　　凸部
２７　　水平部
２８　　前面壁
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３０　　延出部
３１　　傾斜面
３２　　垂直面
３４　　ロック手段
３６　　突起部
３６ａ　上面
３６ｂ　背面
３８　　平板部
３８ａ　傾斜面
３９　　ネジ貫通穴
４０　　操作部

【図２】 【図３】



(10) JP 6080111 B2 2017.2.15

【図１】 【図４】

【図５】 【図６】



(11) JP 6080111 B2 2017.2.15

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１０－２５３１４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６４３９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－００８８５５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４７Ｋ　　１０／４８　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　１／００、６／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

